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平成２６年６月８日  

会 員 各 位  

                    企 業 法 学 会  

理事長  田 島   裕  

 

学会の法人化について（重要なお知らせ） 
 

 当学会は、昨年６月６日付けでお知らせしましたとおり、学会自体の組

織・運営体制を安定化し、法律関係・課税関係を明確にするために、法人

格の取得を検討しております。  

昨年７月１４日の定時総会において、法人形態としての選択肢（一般社

団法人、公益社団法人、特定非営利活動法人）をご提示し、その中で会員

相互の共益事業を主とする当学会においては一般社団法人が最も適して

いるとご報告し、今後一般社団法人へ移行する方向で準備作業を進めるこ

とにつき基本的なご承認をいただきました。 

その後、理事会にて協議検討し、このたび法人化移行への進め方がまと

まりましたので、会員の皆様にお知らせいたします。  

また、このたび開催の第４４回定時総会において、本学会の法人化移行

のための普通決議を予定しておりますので、議案内容について併せてご説

明申し上げます。  

 

１．一般社団法人への移行の進め方  

本学会を任意団体から一般社団法人へ移行しますが、これに伴い、旧学

会の財産を新学会へ寄附する手続きが必要となります。  

また会員に関しても、ご異議がない限り新学会に移行していただきます。 

ただし、学会の実体には何ら変更はなく、会員の皆様にとって不利益を
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伴うものではありません。  

この移行作業の具体的な進め方は次のとおりです。  

 

本年７月 本学会定時総会にて次の事項を普通決議。 

本学会の財産を新学会へ寄附する。寄附の時期は理事会に一

任する。 

総会日以降  一般社団法人企業法学会（新学会）の設立。 

会員の入会手続きの案内。  

なお新学会の会費は 26 年度には徴収せず、27 年度から開始。 

本学会の財産を新学会へ寄付。  

来年３月末  本学会（旧学会）の事業運営等の中止。  

来年４月 新学会の会費の受入れ開始。  

来年７月 新旧学会の両総会を同日開催。  

旧学会の 27 年 3 月期決算の承認。 

新学会の最初の事業年度の決算承認。貸借対照表の公告。  

 

２．本年７月定時総会での決議事項  

 

第５号議案 本学会の財産寄附の件  

本学会の財産を新たに設立する一般社団法人企業法学会へ全額寄附

する。寄附の時期は理事会に一任する。  

 

３．新学会への加入手続き  

一般社団法人企業法学会を設立した後に、加入手続きをご案内します。

なお、新学会の定款は、添付（案）のとおりです。  
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［本学会規約から新学会定款(案)への実質的な変更点］  

① 定款（案）は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（以下

「一般法」）に準拠。  

② 法人類型として、一般法上は理事会設置型の一般社団法人、税制上は

非営利型（共益型）法人に位置づけられる。 

③ 一般会員以外に、院生会員（大学院生）、シニア会員（70 歳以上）を

設ける。（定款案第 6 条） 

④ 一般会員の会費は年 1 万円。院生会員・シニア会員は年 3 千円に割り

引く。（定款案第 8 条） 

⑤ 会員資格の喪失事由となる会費滞納期間を 3 年以上と定める。（定款案

第 10 条） 

 

以上につき、ご不明の点は、下記理事までお問い合わせください。  

 

＜お問い合わせ先＞  

〒112-0012 東京都文京区大塚３－２９－１ 

筑波大学文京校舎５階  

弁護士法人筑波アカデミア法律事務所内  理事 山 口 卓 男  

電話 ０３－６９１２－２４６１ ＦＡＸ ０３－５９７６－３６０６  

E-mail: yamaguchi@tsukuba-academia.com 

以 上 

 


